
様式第１号（第５条、第８条）

○○年度路線維持費補助金事業計画（報告）書

１．交付を受けようとする補助金の額
○路線維持費補助金

運 行 系 統 数 補 助 金 の 額

千円

２．補助金の交付を受けようとする理由

３．申請事業者の概要

乗 合 バ ス 事 業
補 助 対 象

営業収益 千円 営業外収益 千円 経 常 収 益 千円

期 間 の
営業費用 千円 営業外費用 千円 経常費用イ 千円

損 益 状 況
営業損益 千円 営業外損益 千円 経 常 損 益 千円

乗合バス事業の ｋｍ 経常収支率 ％

補助対象期間の

実車走行キロロ

４．キロ当たり補助対象経常費用

補 助 乗合バス事業者キロ当 地 域 キ ロ 当 た り キロ当たり補助対象経常費用
たり経常費用（実績） 標 準 経 常 費 用 ハ又はニのいずれか少ない方の額

ブロック名 イ÷ロ＝ハ ニ ホ

円 銭 円 銭 円 銭



５．路線維持費補助金交付申請に係る運行系統の概要

補助ブロック外乗入部
運行系統 補助ブロック外 同一補助ブロッ 他路線との競合 分、同一補助ブロック都

補助ブ 申請 運行 系統キロ程 乗入部分の ク都道府県外乗 部分に係るキロ 道府県外乗入部分及び
ロック 番号 系統 キロ程 入部分のキロ程 程 他路線との競合部分以外

名 名 起点 主な 終点 のキロ程の比率
経由地 ヘ ト チ リ （ヘ-（ト＋チ＋リ））÷ヘ

＝ヌ
往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均）

復 ． Km ． Km 復 ． Km ． Km 復 ． Km ．Km 復 ． Km ． Km ％

往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均）

復 ． Km ． Km 復 ． Km ． Km 復 ． Km ．Km 復 ． Km ． Km ％

往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均）

復 ． Km ． Km 復 ． Km ． Km 復 ． Km ．Km 復 ． Km ． Km ％

往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均）

復 ． Km ． Km 復 ． Km ． Km 復 ． Km ．Km 復 ． Km ． Km ％

往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均）

復 ． Km ． Km 復 ． Km ． Km 復 ． Km ．Km 復 ． Km ． Km ％

往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均） 往 ． Km （平均）

合 計 系統 復 ． Km ． Km 復 ． Km ． Km 復 ． Km ．Km 復 ． Km ． Km

補助ブ 申請 実車走 補助対 経常 補助対象経 国庫補助 補助
ロック 番号 行キロ 象経常 収益 常費用から 金交付要 申請額

名 費用 経常収益を 綱第12条
ル 控除した額 に基づき

ホ×ル ワ 交付決定
＝ヲ ヲ－ワ＝カ 及び額の タ

確定され
た補助金

の額

ヨ

．ｋｍ 円 円 円 千円 千円

．ｋｍ 円 円 円 千円 千円

．ｋｍ 円 円 円 千円 千円

．ｋｍ 円 円 円 千円 千円

．ｋｍ 円 円 円 千円 千円

合 計 ．ｋｍ 円 円 円 千円 千円

６．地域公共交通確保維持改善事業費補助金以外の補助金の活用の有無
活用の有無 活用する補助金の概要

（補助金名）

有 無 （事業内容）

（問い合わせ先）

(1) 記載要領
1.「補助ブロック名」の欄は、「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以下「国庫補助金交付要綱」という。）」第11条に基づき交付申請に添付した様式１－８「３．キロ当
たり補助対象経常費用及び収益」と同じ名称を記載すること。

2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス等並びに補助対象期間（国庫補助金交付要綱第５条で
定める期間）における国庫補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。
3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載すること。
4.補助対象期間中の乗合バス事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これによ
り会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

5.「３．申請事業者の概要」は、国庫補助金交付要綱第11条に基づき交付申請に添付した様式１－８の「２．補助対象期間における損益の実績」と同じ数を記載すること。
6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。
7.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。
8.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。
9.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」、「都道府県外乗入部分のキロ程」及び「他路線との競合部分に係るキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出
し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載
すること。

10.「同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における都道府県外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる都道府県外乗入部分は
トに記載すること。

11.「他路線との競合部分に係るキロ程」とは、他の運行系統との競合区間の合計が50％以上の生活交通路線であって、当該競合区間の輸送量が１日当たり150人を超える部分のキロ程のこ
とをいい、当該補助ブロック内区間（系統キロ程ヘ－補助ブロック外乗入部分のキロ程ト－同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程チ）に係るキロ程を記載すること。

12.「補助ブロック外乗入部分、都道府県外乗入部分及び他路線との競合部分以外のキロ程の比率ヌ」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。
13.「実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。
14「補助申請額」の欄は、系統ごとに百円（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。
15.地域公共交通確保維持改善事業費補助金以外の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。「有」の場合は、活用する補助金名、その事業内容、当該
補助金に係る問い合わせ先（補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。

(2) 添付書類
1.補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」及びこれに関連する必要な事項を記載した書類
2.様式第２号の運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（補助対象路線に係るものに限る）



様式第２号（第５条、第８条関係）

実態調査日 平成 年 月 日実施

運行系統別輸送実績、平均乗車密度算定表（○○年度）

事業者名

運 行 系 統 年 間 輸 送 実 績 経 常 収 益 経 常 費 用 平 均 乗 車 密 度 算 定
市町村に

平均乗車 輸 送 量 備 考
申請 運 行 主 な 運行 １人 輸 送 運送 実車走行 運送 営業外 計 １系統当り 運賃改定前 適用 運賃改定後 適用 平 均 よる回数

キロ程 輸送 密 度
起点 終点 回数 平均 人キロ 収入 キロ( C ) 雑収 収 益 (B)+(D)+(E) 経 常 費 用 の平均賃率×日数+の平均賃率×日数 賃 率 (A)×(G) 券購入等

(㎞) 人員 ( B )
番号 系統名 経由地 ( A ) 乗車 (人ｷﾛ) ( B ) (km) ( D ) ( E ) （円） （円） ( F ) の有無

(人) 総適用日数 (C)×(F)
(回) キロ (円) (円) (円) (円)

( G )
(㎞)

有・無

有・無

有・無

有・無

合計 有・無

［記載要領]

１．この書類は、補助対象期間（10.1～9.30）について、補助対象期間の末日現在における状態に応じて、運行系統ごとに作成すること（補助対象系統のみ記載すること）。
２．申請番号は、補助金交付申請書の申請番号と同一のものとすること。

３．起点及び終点は停留所名をもって記載し、主な経由地は他の運行系統と区別できる停留所名をもって記載し、キロ程は小数点以下第１位まで記載すること。

４．運行回数は、補助対象期間中における１日の平均を小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。なお１往復を運行回数１回とし、循環系統の場合は、１循環で運行回数１回とする。
５．１人平均乗車キロは、運行系統ごとに実態調査に基づいて記載すること。

６．輸送人キロは、輸送人員×１人平均乗車キロにより算出すること。

７．運送収入は、当該運行系統の補助対象期間の運送収入について、原則として年１回以上実態調査を実施し、その結果により算出すること。また、実態調査日についても記載すること。
８．実車走行キロは、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

９．１系統当たり経常費用は、補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用に当該系統の実車走行キロを乗じたものとする。

10．平均賃率は、停留所相互間総運賃額÷停留所相互間総キロにより銭単位まで算出すること（銭未満切捨て）。ただし、補助対象期間中に運賃改定があった場合の当該運行系統の平均賃率は、表中の計算式により算出
すること。なお、この場合において、スト及び積雪等の理由によりバスが運行されなかった日は適用日数から除くものとする。

11．平均乗車密度は(B)÷(C)÷(F)と連算し、その値について、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出すること。

12．備考欄には、補助対象期間中に運行回数の変更があった場合、スト及び積雪等の理由によりバスが運行されなかった期間があった場合又は運賃改定があった場合等特記すべき事項について、変更年月日又は期間及び
その内容を記載すること。

13．各運行系統のキロ程、輸送人員、輸送人キロ、運送収入、実車走行キロ、運送雑収及び営業外収益の合計欄については必ず記載すること。

14. 市町村による回数券購入等の有無は、運送収入に含まれるものの有無について記載すること。



様式第３号（第６条関係）

番 号

年 月 日

様

鳥取県知事 ○ ○ ○ ○ 印

○○年度路線維持費補助金交付決定及び額の確定通知書

○○年○○月○○日付○○第○○号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった○○

年度路線維持費補助金については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。

以下「規則」という。）第６条第１項及び第１８条第１項の規定により下記のとおり交付するこ

とを決定し、併せてその額を確定したので、規則第８条第１項及び第１８条第１項の規定により

通知します。

記

１ 補助事業

補助金の交付の対象となる乗合バス事業の運行系統は、○○年○○月○○日付○○○第○

○号で申請のあった運行系統のうち申請番号第○号から第○○号までのものとし、その内容は、

申請書に記載されたとおりとする。

２ 交付決定額等

補助金の補助対象となる運行系統数及び交付決定額は次のとおりとする。

○路線維持費補助金

運 行 系 統 数 交 付 決 定 額

金○○○円

なお、補助金の確定額は、交付決定額のとおりとする。

３ 補助規程の遵守等

補助金の交付を受けた者は、次の条件に従わなければならない。

(1) 補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及びバス運行対策費鳥取県

補助金交付要綱（平成２３年９月２９日付第２０１１０００９７９３１号鳥取県企画部長通

知）の規定に従わなければならない。

(2) 知事が指示したときは、その指示するところにより補助金の全部又は一部を返納すること。



様式第４号（第１２条、第１５条関係）

○○年度路線維持費（国庫継続補填分）補助金事業計画（報告）書

１．交付を受けようとする補助金の額

運 行 系 統 数 補 助 金 の 額

千円

２．補助金の交付を受けようとする理由

３．申請事業者の概要

４．キロ当たり補助対象経常費用

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間
※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

基準期間の前々年度の
実車走行キロ（ハ”）

経常収支率

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行

キロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走

行キロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行

キロ当たり経常費用

　（基準期間）

ロ÷ハ＝ｃ

営業損益 千円 営業外損益 経常損益

経常収益（イ”）

営業費用 千円 営業外費用 経常費用（ロ”）

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

経常収支率

基準期間の前々年度の

損益状況

乗合バス事業

営業収益 千円 営業外収益

営業損益 千円 営業外損益 経常損益

経常収益（イ’）

営業費用 千円 営業外費用 経常費用（ロ’）

補助対象期間の

前々年度の
実車走行キロ（ハ）

経常収支率

基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 千円 営業外収益

千円 営業外費用 経常費用（ロ）

営業損益 千円 営業外損益 経常損益

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※

)

の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 千円 営業外収益 経常収益（イ）

営業費用

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブロック名
補助対象事業者の実車走

行キロ当たり経常費用

（a+b+c）/3 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用

ニとホのいずれか少ない額

ヘ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭



５．路線維持費（国庫継続補填分）補助金交付申請に係る運行系統の概要

補助ブ 申請 計画実 補助対 経常 補助対 補助ブロッ 補助象経常 計 計 計 計画平均乗車密 補助ブロック外 ワの千円未
ロック 番号 車走行 象経常 収益の 象経常 ク外乗入 費用の見込 画 画 画 度が５人未満の 乗入部分、同一 満の端数を切

名 キロ 費用の 見込額 費用の 部分、同 額の9/20の 平 運 輸 場合 補助ブロック都 り捨てた額
見込額 見込額 一補助ブ 額又は補助 均 行 送 道府県外乗入

へ （様式第 から経常 ロック都道 対象経常費 乗 回 量 み ルのうち、 部分及び他路線 カ
１号５中 収益の 府県外乗 用の見込額 車 数 な 計画平均 との競合部分以

ホ×へ ワ） 見込額を 入部分及 から経常収 密 し 乗車密度 外のものの経費
＝ト 控除した び他路線 益の見込額 度 運 ５人で換算 の額

チ 額 との競合 を控除した 行 した計画
部分以外 額のうちい 回 運行回数 計画平均乗車

ト－チ＝ のキロ程 ずれか少な 数 に相当す 密度が５人以上
リ の比率 いほうの額 る額 の場合

（ル×ヌ＝ワ）
（様式第１ ト×9/20又 （ル×みな
号５中ヌ） はリ し運行回 計画平均乗車

数÷計画 密度が５人未満
ヌ ル 運行回数 の場合

＝ヲ） （ヲ×ヌ＝ワ）

東中国 . ｋｍ 円 円 円 ％ 円 円 円 円

合 計

補助ブ 申請 国庫補助金の額と 補助対象 補助
ロック 番号 路線維持費補助 経費 申請額

名 金の和

ヨ (カ－ヨ)÷２

円 円 千円

合 計

６．地域公共交通確保維持改善事業費補助金以外の補助金の活用の有無

活用の有無 活用する補助金の概要
（補助金名）

有 無 （事業内容）

（問い合わせ先）

記載要領
1.「補助ブロック名」の欄は、東中国と記載すること。
2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス等並びに補助対象期間（国庫補助金交付要綱第５条で
定める期間）における国庫補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載すること。
4.補助対象期間中の乗合バス事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これによ
り会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

5.「３．申請事業者の概要」は、国庫補助金交付要綱第11条に基づき交付申請に添付した様式１－８の「２．補助対象期間における損益の実績」と同じ数を記載すること。
6.地域キロ当たり標準経常費用は、乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された基準年度を含む過去３年間における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される鳥取、島根、岡山の
民営乗合バス事業者の実車走行キロ１キロメートル当たりの標準経常費用（国庫補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く。）を平均して得られた額をいい、補助ブロッ
ク区分は「東中国」とする。

7.「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用」は、補助対象事業者の基準期間を含む過去３年間における乗合バス事業の経常費用を基準期間における実車走行キロの実績値で除した

１キロメートル当たりの経常費用を平均基礎として、次式により計算して得られた額をいう。（国庫補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く。）

8.「基準期間」とは、補助対象期間（１０月１日～翌９月末日）の前々補助対象期間をいう。

9.「基準年度」とは、補助金の交付を受けようとする会計年度（４月１日～翌３月末日）の前々々会計年度をいう。

10.過去３年間とは、基準期間又は基準年度を最終年度とする連続した過去３年間をいう。

11.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。
12.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。
13.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」、「都道府県外乗入部分のキロ程」及び「他路線との競合部分に係るキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出
し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載
すること。

14.「同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における都道府県外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる都道府県外乗入部分は
トに記載すること。

15.「他路線との競合部分に係るキロ程」とは、他の運行系統との競合区間の合計が50％以上の生活交通路線であって、当該競合区間の輸送量が１日当たり150人を超える部分のキロ程のこ
とをいい、当該補助ブロック内区間（系統キロ程ヘ－補助ブロック外乗入部分のキロ程ト－同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程チ）に係るキロ程を記載すること。

16.「補助ブロック外乗入部分、都道府県外乗入部分及び他路線との競合部分以外のキロ程の比率」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。
17.「平均乗車密度が５人未満の場合」の欄は、５人未満の系統についてのみ記載すること。なお、みなし運行回数とは、当該運行系統の輸送量を５人で除した数値（端数切り捨て）をいう。



18.「実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。
19.「補助申請額」の欄は、系統ごとに百円（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。
20.地域公共交通確保維持改善事業費補助金以外の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。「有」の場合は、活用する補助金名、その事業内容、当該
補助金に係る問い合わせ先（補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。



様式第５号（第１３条関係）

番 号

年 月 日

様

鳥取県知事 ○ ○ ○ ○ 印

○○年度路線維持費（国庫継続補填分）補助金交付決定及び額の確定通知書

○○年○○月○○日付○○第○○号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった○○

年度路線維持費（国庫継続補填分）補助金については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥

取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項及び第１８条第１項の規定により下記

のとおり交付することを決定し、併せてその額を確定したので、規則第８条第１項及び第１８条

第１項の規定により通知します。

記

１ 補助事業

補助金の交付の対象となる乗合バス事業の運行系統は、○○年○○月○○日付○○○第○○

号で申請のあった運行系統のうち申請番号第○号から第○○号までのものとし、その内容は、

申請書に記載されたとおりとする。

２ 交付決定額等

補助金の補助対象となる運行系統数及び交付決定額は次のとおりとする。

運 行 系 統 数 交 付 決 定 額

金○○○円

なお、補助金の確定額は、交付決定額のとおりとする。

３ 補助規程の遵守等

補助金の交付を受けた者は、次の条件に従わなければならない。

(1) 補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及びバス運行対策費鳥取県

補助金交付要綱（平成２３年９月２９日付第２０１１０００９７９３１号鳥取県企画部長通

知）の規定に従わなければならない。

(2) 知事が指示したときは、その指示するところにより補助金の全部又は一部を返納すること。



様式第６号（第１８条、第２１条関係）

○○年度路線維持費（補填分）補助金事業計画（報告）書

１．交付を受けようとする補助金の額

運 行 系 統 数 補 助 金 の 額

千円

２．補助金の交付を受けようとする理由

３．申請事業者の概要

乗 合 バ ス 事 業

補 助 対 象
営業収益 千円 営業外収益 千円 経 常 収 益 千円

期 間 の

営業費用 千円 営業外費用 千円 経常費用イ 千円
損 益 状 況

営業損益 千円 営業外損益 千円 経 常 損 益 千円

乗合バス事業の ｋｍ 経常収支率 ％
補助対象期間の

実車走行キロロ

４．キロ当たり補助対象経常費用

補 助 乗合バス事業者キロ当 地 域 キ ロ 当 た り キロ当たり補助対象経常費用

たり経常費用（実績） 標 準 経 常 費 用 ハ又はニのいずれか少ない方の額
ブロック名 イ÷ロ＝ハ ニ ホ

円 銭 円 銭 円 銭



５．路線維持費（補填分）補助金交付申請に係る運行系統の概要及び補助申請額

平均乗車密度が
申 路線 運行 運 行 系統 実車 補助 経常 補助対象 県内以外 補助対象経常 平 運 輸 ３人未満※の場合 県内以外のｷﾛ
請 維持 系統 走行 対象 収益 経常費用 のｷﾛ程を 費用の１/2の 均 行 程を除いたｷﾛ
番 費補 名 キロ 経常 から経常 除いたｷﾛ 額又は補助対 乗 回 送 み ルのうち、平 程に係るもの
号 助金 起 主 終 費用 （様式 収益を控 程の比率 象経常費用か 車 数 な 均乗車密度３ の経費の額
申請 な 第１号 除した額 ら経常収益を 密 量 し 人で換算した
番号 点 経 点 へ ホ×へ ５中ワ) （様式第１ 控除した額の 度 運 運行回数に相 平均乗車密度

由 ＝ト ト－チ＝ 号５中へ－ うちいずれか 行 当する額 が３人以上の
地 チ リ 様式第１号 少ない方の額 回 場合

５中ト－様 数 （ル×みなし (ル×ヌ＝ワ)
式第１号５ ト×１/2 運行回数÷運
中チ）÷様 又はリ 行回数＝ヲ） 平均乗車密度
式第１号５ が３人未満の
中へ＝ヌ ル ※特認路線の 場合

場合は２人未 (ヲ×ヌ＝ワ)
満で計算

．ｋｍ 円 円 円 ％ 円 円

合計 系統

申 路線 運行 運 行 系統 別表２の備考に基 補助対象 補助
請 維持 系統 づき算出される国 経費 申請額
番 費補 名 庫補助額と路線維
号 助金 起 主 終 持費補助金及び路 (ワ－カ)÷２

申請 な 線維持費（国庫継
番号 点 経 点 続補填）補助金の

由 和
地

カ

円 円 千円

合計 系統

６．市町村の補填補助金以外の補助金の活用の有無

活用の有無 活用する補助金の概要
（補助金名）

有 無 （事業内容）

（問い合わせ先）

記載要領

1.「補助ブロック名」の欄は、東中国と記載すること。
2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス等並びに補助対象期間（国庫補助金交付要綱第５条で
定める期間）における国庫補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載すること。
4.補助対象期間中の乗合バス事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これによ
り会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

5.「３．申請事業者の概要」は、国庫補助金交付要綱第11条に基づき交付申請に添付した様式１－８の「２．補助対象期間における損益の実績」と同じ数を記載すること。
6.地域キロ当たり標準経常費用は、乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出され
る鳥取、島根、岡山の民営乗合バス事業者の実車走行キロ１キロメートル当たりの標準経常費用（国庫補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く。）を基礎として、次式
により計算して得られた額をいい、補助ブロック区分は「東中国」とする。

「補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における地域実績キロ当たり標準経常費用」× １＋地域の過去３年間の平均増減率

２

7.過去３年間とは、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度を最終年度とする連続した過去３年間をいう。
8.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を補助対象期間の損益状況欄に記載すること。
9.補助対象期間の損益状況の欄中乗合バス事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

10.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

11.「平均乗車密度」の欄は、様式１号の２の（Ｇ）の値を、運行回数は同様式の（Ａ）の値を記載すること。



12.「輸送量」は、平均乗車密度に運行回数を乗じた値である。

13.「平均乗車密度が３人未満の場合」の欄は、平均乗車密度が３人未満の系統についてのみ記載すること。なお、「みなし運行回数」とは当 該運行系統の輸送量を３人で除した値である。

14.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

15.市町村の補填補助金とは、市町村が別表２第４欄の補助対象経費の２分の１に相当する額以上を補助するものをいう。

16.市町村の補填補助金以外の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。「有」の場合は、活用する補助金名、その事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先

（補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。



様式第７号（第１９条関係）

番 号

年 月 日

様

鳥取県知事 ○ ○ ○ ○ 印

○○年度路線維持費（補填分）補助金交付決定及び額の確定通知書

○○年○○月○○日付○○第○○号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった○○

年度路線維持費（補填分）補助金については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則

第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項及び第１８条第１項の規定により下記のとおり

交付することを決定し、併せてその額を確定したので、規則第８条第１項及び第１８条第１項の

規定により通知します。

記

１ 補助事業

補助金の交付の対象となる乗合バス事業の運行系統は、○○年○○月○○日付○○○第○○

号で申請のあった運行系統のうち申請番号第○号から第○○号までのものとし、その内容は、

申請書に記載されたとおりとする。

２ 交付決定額等

補助金の補助対象となる運行系統数及び交付決定額は次のとおりとする。

運 行 系 統 数 交 付 決 定 額

金○○○円

なお、補助金の確定額は、交付決定額のとおりとする。

３ 補助規程の遵守等

補助金の交付を受けた者は、次の条件に従わなければならない。

(1) 補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及びバス運行対策費鳥取県

補助金交付要綱（平成２３年９月２９日付第２０１１０００９７９３１号鳥取県企画部長通

知）の規定に従わなければならない。

(2) 知事が指示したときは、その指示するところにより補助金の全部又は一部を返納すること。



様式第８号（第２４条、第２７条関係）

○○年度車両減価償却費等補助金事業計画（報告）書

１．交付を受けようとする補助金の額

国庫補助金交付要綱第２４条に基づき交 補 助 金 の 額
付決定及び額の確定をされた補助金の額

千円 千円

２．補助金の交付を受けようとする理由

３．申請の概要
初年度（平成 年度）

国庫補助金交付要綱第２３条に
基づき交付申請した補助金の額 補助申請額

千円 千円

２年目以降（平成 年度）

国庫補助金交付要綱第２３条に
基づき交付申請した補助金の額 補助申請額

千円 千円

４．地域公共交通確保維持改善事業費補助金以外の補助金の活用の有無
活用の有無 活用する補助金の概要

（補助金名）

有 無 （事業内容）

（問い合わせ先）

（１）記載要領
国庫補助金交付要綱第２３条に基づき交付申請した補助金の額には、国庫補助金交付要綱第２３

条に基づく交付申請書における国庫補助申請額を転記すること。
（２）地域公共交通確保維持改善事業費補助金以外の補助金の活用の有無について、「有」、「無」の

いずれかに○をしてください。「有」の場合は、活用する補助金名、その事業内容、当該補助金に
係る問い合わせ先（補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。

（３）添付資料
国庫補助金交付要綱第２３条に基づく交付申請書



様式第９号（第２５条、第２８条関係）

番 号

年 月 日

様

鳥取県知事 ○ ○ ○ ○ 印

○○年度車両減価償却費等補助金交付決定及び額の確定通知書

○○年○○月○○日付○○第○○号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった○○

年度車両減価償却費等補助金については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２

２号。以下「規則」という。）第６条第１項及び第１８条第１項の規定により下記のとおり交付

することを決定し、併せてその額を確定したので、規則第８条第１項及び第１８条第１項の規定

により通知します。

記

１ 補助事業

補助金の交付の対象となる事業は、○○年○○月○○日付○○○第○○号で申請のあった車

両のうち申請番号第○号から第○○号までのものとし、その内容は、申請書に記載されたとお

りとする。

２ 交付決定額等

補助金の補助対象となる車両数及び交付決定額は次のとおりとする。

補助対象車両数 交 付 決 定 額

両 金○○○円

なお、補助金の確定額は、交付決定額のとおりとする。

３ 補助規程の遵守等

補助金の交付を受けた者は、次の条件に従わなければならない。

(1) 補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及びバス運行対策費鳥取県

補助金交付要綱（平成２３年９月２９日付第２０１１０００９７９３１号鳥取県企画部長通

知）の規定に従わなければならない。

(2) 補助事業により取得した車両を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれる

ときは、その収入の全部又は一部を県に返納させることがある。

(3) 知事が指示したときは、その指示するところにより補助金の全部又は一部を返納すること。



様式第１０号（第２７条関係）

○○年度車両減価償却費等補助金事業報告書

補助事業完了後の乗合
車両数 両 平 均 車 令 年

バス事業用車両の状況 ．

補 １．総 経 費 円 備 考

助

事 ２．収 入

業 ① 都道府県補助金 円

経

費 ② 国 庫 補 助 金 円

決

算 ③ 自 己 資 金 円

(

予 ④ そ の 他 円

定

) 計 円



附則様式第１号（附則第７条関係）
番 号
年 月 日

様

鳥取県知事 ○ ○ ○ ○ 印

○○年度路線維持費補助金交付決定通知書

○○年○○月○○日付○○第○○号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった
○○年度路線維持費補助金については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第
２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定により下記のとおり交付することを決
定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。

記

１ 補助事業
補助金の交付の対象となる乗合バス事業の運行系統は、○○年○○月○○日付○○○第

○○号で申請のあった運行系統のうち申請番号第○号から第○○号までのものとし、その
内容は、申請書に記載されたとおりとする。

２ 交付決定額
補助金の補助対象となる運行系統数及び交付決定額は次のとおりとする。
○路線維持費補助金

運 行 系 統 数 交 付 決 定 額

金○○○円

３ 補助規程の遵守等
補助金の交付を受けた者は、次の条件に従わなければならない。

(1) 補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及びバス運行対策費鳥
取県補助金交付要綱（平成２３年９月２９日付第２０１１０００９７９３１号鳥取県企
画部長通知）の規定に従わなければならない。

(2) 知事が指示したときは、その指示するところにより補助金の全部又は一部を返納する
こと。



附則様式第２号（附則第７条関係）
番 号
年 月 日

様

鳥取県知事 ○ ○ ○ ○ 印

○○年度路線維持費（国庫継続補填分）補助金交付決定通知書

○○年○○月○○日付○○第○○号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった
○○年度路線維持費（国庫継続補填分）補助金については、鳥取県補助金等交付規則（昭和
３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定により下記のとお
り交付することを決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。

記

１ 補助事業
補助金の交付の対象となる乗合バス事業の運行系統は、○○年○○月○○日付○○○第

○○号で申請のあった運行系統のうち申請番号第○号から第○○号までのものとし、その
内容は、申請書に記載されたとおりとする。

２ 交付決定額
補助金の補助対象となる運行系統数及び交付決定額は次のとおりとする。

運 行 系 統 数 交 付 決 定 額

金○○○円

３ 補助規程の遵守等
補助金の交付を受けた者は、次の条件に従わなければならない。

(1) 補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及びバス運行対策費鳥
取県補助金交付要綱（平成２３年９月２９日付第２０１１０００９７９３１号鳥取県企
画部長通知）の規定に従わなければならない。

(2) 知事が指示したときは、その指示するところにより補助金の全部又は一部を返納する
こと。



附則様式第３号（附則第７条関係）
番 号
年 月 日

様

鳥取県知事 ○ ○ ○ ○ 印

○○年度路線維持費（補填分）補助金交付決定通知書

○○年○○月○○日付○○第○○号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった
○○年度路線維持費（補填分）補助金については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥
取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定により下記のとおり交付す
ることを決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。

記

１ 補助事業
補助金の交付の対象となる乗合バス事業の運行系統は、○○年○○月○○日付○○○第

○○号で申請のあった運行系統のうち申請番号第○号から第○○号までのものとし、その
内容は、申請書に記載されたとおりとする。

２ 交付決定額
補助金の補助対象となる運行系統数及び交付決定額は次のとおりとする。

運 行 系 統 数 交 付 決 定 額

金○○○円

３ 補助規程の遵守等
補助金の交付を受けた者は、次の条件に従わなければならない。

(1) 補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及びバス運行対策費鳥
取県補助金交付要綱（平成２３年９月２９日付第２０１１０００９７９３１号鳥取県企
画部長通知）の規定に従わなければならない。

(2) 知事が指示したときは、その指示するところにより補助金の全部又は一部を返納する
こと。



附則様式第４号（附則第７条関係）
番 号
年 月 日

様

鳥取県知事 ○ ○ ○ ○ 印

○○年度車両減価償却費等補助金交付決定通知書

○○年○○月○○日付○○第○○号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった
○○年度車両減価償却費等補助金については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県
規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定により下記のとおり交付するこ
とを決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。

記

１ 補助事業
補助金の交付の対象となる事業は、○○年○○月○○日付○○○第○○号で申請のあっ

た車両のうち申請番号第○号から第○○号までのものとし、その内容は、申請書に記載さ
れたとおりとする。

２ 交付決定額
補助金の補助対象となる車両数及び交付決定額は次のとおりとする。

補助対象車両数 交 付 決 定 額

両 金○○○円

３ 補助規程の遵守等
補助金の交付を受けた者は、次の条件に従わなければならない。

(1) 補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及びバス運行対策費鳥
取県補助金交付要綱（平成２３年９月２９日付第２０１１０００９７９３１号鳥取県企
画部長通知）の規定に従わなければならない。

(2) 補助事業により取得した車両を処分することにより、収入があり、又はあると見込ま
れるときは、その収入の全部又は一部を県に返納させることがある。

(3) 知事が指示したときは、その指示するところにより補助金の全部又は一部を返納する
こと。



と


